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議案第６２号 

   唐津市市民センター設置条例の一部を改正する条例制定について 

 唐津市市民センター設置条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するもの

とする。 

  令和７年６月２日 提出 

 唐津市長 峰  達 郎 

 

 

提案理由  唐津市相知市民センターの移転に伴い改正するものである。 
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唐津市条例第  号 

唐津市市民センター設置条例の一部を改正する条例 

唐津市市民センター設置条例（平成１７年条例第７号）の一部を次のように改正

する。 

別表中「唐津市相知町相知２０５５番地１」を「唐津市相知町相知２０５５番地

５」に改める。 

附 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

－2－



議案第６３号 

   唐津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制 

定について 

 唐津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のよう

に制定するものとする。 

  令和７年６月２日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する      

法律の一部改正に準じ改正するものである。 
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唐津市条例第  号 

唐津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

唐津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１７年条例第４１号）の一部

を次のように改正する。 

第１６条第１項中「第１６条の３」を「第１６条の４」に改める。 

第１６条の４を第１６条の５とする。 

第１６条の３第１項中「申告、請求又は申出（次条において「請求等」とい

う。」を「請求等」に改め、同条を第１６条の４とし、第１６条の２の次に次の１

条を加える。 

 （妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等） 

第１６条の３ 任命権者は、唐津市職員の育児休業等に関する条例（平成１７年条

例第４２号）第２４条の措置を講ずるに当たっては、同条の規定による申出をし 

た職員（以下この項において「申出職員」という。）に対して、次に掲げる措置 

を講じなければならない。 

 (1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号において「出生  

時両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措置 

 (2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出（以下「請求等」という。）に

係る申出職員の意向を確認するための措置 

 (3) 唐津市職員の育児休業等に関する条例第２４条の規定による申出に係る子の

心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の

日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立

の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための

措置 

２ 任命権者は、３歳に満たない子を養育する職員（以下この項において「対象職 

員」という。）に対して、市長が定める期間内に、次に掲げる措置を講じなけれ 

ばならない。 

 (1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号において「育児  

期両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措置 
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 (2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置 

 (3) 対象職員の３歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭 

の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活  

との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認す

るための措置 

３ 任命権者は、第１項第３号又は前項第３号の規定により意向を確認した事項の 

取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年１０月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布 

の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 任命権者は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前においても、 

この条例による改正後の唐津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第１６条の

３第２項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この

場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じら

れたものとみなす。 
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議案第６４号 

   唐津市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定につ 

いて 

 唐津市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように制定

するものとする。 

  令和７年６月２日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い改正するもの 

     である。  
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唐津市条例第  号 

唐津市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

唐津市職員の育児休業等に関する条例（平成１７年条例第４２号）の一部を次の

ように改正する。 

第１条中「第１９条第１項及び第２項」を「第１９条第１項から第３項まで及び

第５項」に改める。 

第２０条第２号中「及び勤務日ごとの勤務時間」及び「（以下「定年前再任用短

時間勤務職員等」という。）」を削り、「除く。」の次に「次条において同じ。」

を加える。 

第２１条の見出しを「（第１号部分休業の承認）」に改め、同条第１項中「部分

休業（育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業をいう。以下同じ。）の承認

は、正規の勤務時間（非常勤職員（定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下こ

の条において同じ。）にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間）

の始め又は終わりにおいて」を「育児休業法第１９条第２項第１号に掲げる範囲内

で請求する同条第１項に規定する部分休業（以下「第１号部分休業」という。）の

承認は」に改め、同条第２項及び第３項中「部分休業」を「第１号部分休業」に改

め、同条の次に次の４条を加える。 

 （第２号部分休業の承認） 

第２１条の２ 育児休業法第１９条第２項第２号に掲げる範囲内で請求する同条第

１項に規定する部分休業（以下「第２号部分休業」という。）の承認は、１時間

を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それ

ぞれ当該各号に定める時間数の第２号部分休業を承認することができる。 

 (1) １回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であっ 

て、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時  

間数 

 (2) 第２号部分休業の残時間数に１時間未満の端数がある場合であって、当該残  

時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数 

 （育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期間） 

－7－



第２１条の３ 育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期間は、毎年４月

１日から翌年３月３１日までとする。 

（育児休業法第１９条第２項第２号の人事院規則で定める時間を基準として条例

で定める時間） 

第２１条の４ 育児休業法第１９条第２項第２号の人事院規則で定める時間を基準 

として条例で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定

める時間とする。 

 (1) 非常勤職員以外の職員 ７７時間３０分 

 (2) 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日１日当たりの勤務時間数に１０を乗じ  

て得た時間 

 （育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情） 

第２１条の５ 育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情は、配偶者が

負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第２項の

規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより同条第

３項の規定による変更（以下「第３項変更」という。）をしなければ同項の職員

の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が

認める事情とする。 

第２２条中「職員が」の次に「育児休業法第１９条第１項に規定する」を加える。 

第２３条を次のように改める。 

 （部分休業の承認の取消事由） 

第２３条 育児休業法第１９条第６項において準用する育児休業法第５条第２項の 

条例で定める事由は、職員が第３項変更をしたときとする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１９条第

２項第２号に掲げる範囲内において、この条例の施行の日から令和８年３月３１
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日までの間における部分休業の承認の請求をする場合におけるこの条例による改

正後の唐津市職員の育児休業等に関する条例第２１条の４の規定の適用について

は、同条第１号中「７７時間３０分」とあるのは「３８時間４５分」と、同条第

２号中「１０」とあるのは「５」とする。 

－9－



議案第６５号 

   唐津市税条例の一部を改正する条例制定について 

 唐津市税条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するものとする。 

  令和７年６月２日 提出 

                     唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  地方税法等の一部改正に伴い改正するものである。 
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唐津市条例第  号 

   唐津市税条例の一部を改正する条例 

唐津市税条例（平成１７年条例第６２号）の一部を次のように改正する。 

第１８条中「は、」の次に「公示事項（同条第２項に規定する公示事項をいう。

以下この条において同じ。）を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。

以下「施行規則」という。）第１条の８第１項に規定する方法により不特定多数の

者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された

書面を」を加え、「掲示して行う」を「掲示し、又は公示事項を市の事務所に設置

した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置

をとることによってする」に改める。 

第１８条の３第１項中「地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下

「施行規則」という。）」を「施行規則」に改める。 

第３４条の２中「又は扶養控除額」を「、扶養控除額又は特定親族特別控除額」

に改める。 

第３６条の２第１項ただし書中「若しくは法第３１４条の２第４項」を「、法第

３１４条の２第４項」に改め、「扶養控除額」の次に「若しくは特定親族特別控除

額（特定親族（同条第１項第１２号に規定する特定親族をいう。第３６条の３の２

第１項第３号及び第３６条の３の３第１項において同じ。）（前年の合計所得金額

が８５万円以下であるものに限る。）に係るものを除く。）」を加える。 

第３６条の３の２第１項第３号中「扶養親族」の次に「又は特定親族」を加え 

る。 

第３６条の３の３第１項中「者に限る。）」の次に「若しくは特定親族（退職手

当等に係る所得を有する者であって、合計所得金額が８５万円以下であるものに限

る。）」を加え、同項第３号中「扶養親族」の次に「又は特定親族」を加える。 

附則第１６条の２の次に次の一条を加える。 

（加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例） 

第１６条の２の２ 令和８年４月１日以後に第９２条の２第１項の売渡し又は同条

第２項の売渡し若しくは消費等（次項において「売渡し等」という。）が行われ
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た加熱式たばこ（第９２条第１号オに掲げる加熱式たばこをいい、第９３条の２

の規定により製造たばことみなされるものを含む。以下この条において同じ。）

に係る第９４条第１項の製造たばこの本数は、同条第３項の規定にかかわらず、

当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により換算した

紙巻たばこ（第９２条第１号アに掲げる紙巻たばこをいう。以下この項及び次項

において同じ。）の本数によるものとする。 

(1) 葉たばこ（たばこ事業法第２条第２号に規定する葉たばこをいう。）を原料

の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式

たばこ（当該葉たばこを原料の全部又は一部としたものを施行規則附則第８条

の４の２に規定するところにより直接加熱することによって喫煙の用に供され

るものに限る。） 当該加熱式たばこの重量（フィルターその他の施行規則附

則第８条の４の３に規定するものに係る部分の重量を除く。以下この項から第

３項までにおいて同じ。）の０．３５グラムをもって紙巻たばこの１本に換算

する方法。ただし、当該加熱式たばこの１本当たりの重量が０．３５グラム未

満である場合にあっては、当該加熱式たばこの１本をもって紙巻たばこの１本

に換算する方法 

(2) 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の０．２グ

ラムをもって紙巻たばこの１本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの

品目ごとの１個当たりの重量が４グラム未満である場合にあっては、当該加熱

式たばこの品目ごとの１個をもって紙巻たばこの２０本に換算する方法 

２ 前項の規定により加熱式たばこのうち同項第１号ただし書の規定の適用を受け

るもの及び同項第２号ただし書の規定の適用を受けるもの以外のものの重量を紙

巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等が行われた加熱式たば

この品目ごとの１個当たりの重量に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて

得た重量を同項各号に掲げる区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本

数に換算する方法により行うものとする。 

３ 前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量に 

０．１グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。 
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４ 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第９３条の２の規定により製造たばこと

みなされるものに限る。）のうち、次に掲げるものについては、同号ただし書の

規定は、適用しない。 

(1) 第１項第１号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるもの 

(2) 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第９３条の２の規定により製造たばこ

とみなされるものを除く。）と併せて喫煙の用に供される加熱式たばこ（同条

の規定により製造たばことみなされるものに限る。）であって当該加熱式たば

このみの品目のもの 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定 

 は、当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 附則第１６条の２の次に１条を加える改正規定及び附則第７項から第９項ま

での規定 令和８年４月１日 

 (2) 第１８条及び第１８条の３第１項の改正規定並びに次項の規定 地方税法等

の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）附則第１条第１２号に掲げる規

定の施行の日 

（公示送達に関する経過措置） 

２ この条例による改正後の唐津市税条例（以下「新条例」という。）第１８条の 

規定は、前項第２号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達について適用し、

同日前にした公示送達については、なお従前の例による。 

（市民税に関する経過措置） 

３ 新条例第３４条の２及び第３６条の２第１項ただし書の規定は、令和８年度以

後の年度分の個人の市民税について適用し、令和７年度分までの個人の市民税に

ついては、なお従前の例による。 

４ 令和８年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第３６条の２第

１項の規定の適用については、同項ただし書中「特定親族特別控除額（特定親族

（同条第１項第１２号に規定する特定親族をいう。第３６条の３の２第１項第３ 
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号及び第３６条の３の３第１項において同じ。）（前年の合計所得金額が８５万

円以下であるものに限る。）に係るものを除く。）」とあるのは、「特定親族特 

別控除額」とする。 

５ 新条例第３６条の３の２第１項の規定は、附則第１項本文に規定する施行の日

（以下「１項施行日」という。）以後に支払を受けるべき新条例第３６条の２第

１項ただし書に規定する給与について提出する新条例第３６条の３の２第１項及

び第３項の規定による申告書について適用し、１項施行日前に支払を受けるべき

この条例による改正前の唐津市税条例（以下「旧条例」という。）第３６条の２

第１項ただし書に規定する給与について提出した旧条例第３６条の３の２第１項

及び第３項の規定による申告書については、なお従前の例による。 

６ 新条例第３６条の３の３第１項の規定は、１項施行日以後に支払を受けるべき

所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金

等（同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において

「公的年金等」という。）について提出する新条例第３６条の３の３第１項の規

定による申告書について適用し、１項施行日前に支払を受けるべき公的年金等に

ついて提出した旧条例第３６条の３の３第１項の規定による申告書については、

なお従前の例による。 

 （市たばこ税に関する経過措置） 

７ 次項に定めるものを除き、附則第１項第１号に掲げる規定の施行の日前に課し

た、又は課すべきであった加熱式たばこ（新条例附則第１６条の２の２第１項に

規定する加熱式たばこをいう。次項において同じ。）に係る市たばこ税について

は、なお従前の例による。 

８ 令和８年４月１日から同年９月３０日までの間に、唐津市税条例第９２条の２

第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこ

に係る同条例第９４条第１項の製造たばこの本数は、同条第３項及び新条例附則

第１６条の２の２の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計数に

よるものとする。 

 (1) 唐津市税条例第９４条第３項の規定により換算した紙巻たばこ（新条例附則 
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  第１６条の２の２第１項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ。） 

  の本数に０．５を乗じて計算した製造たばこの本数 

 (2) 新条例附則第１６条の２の２の規定により換算した紙巻たばこの本数に 

  ０．５を乗じて計算した製造たばこの本数 

９ 前項各号に掲げる製造たばこの本数に１本未満の端数がある場合には、その端

数を切り捨てるものとする。 
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議案第６６号 

   唐津市営土地改良事業分担金等徴収条例の一部を改正する条例制定に 

ついて 

 唐津市営土地改良事業分担金等徴収条例の一部を改正する条例を別紙のように制

定するものとする。 

  令和７年６月２日 提出 

 唐津市長 峰  達 郎 

 

 

提案理由  土地改良法の一部改正に伴い改正するものである。 
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唐津市条例第  号 

唐津市営土地改良事業分担金等徴収条例の一部を改正する条例 

唐津市営土地改良事業分担金等徴収条例（平成１７年条例第１９５号）の一部を

次のように改正する。 

第７条第１項中「法による事業」の次に「（法第９６条の４第１項において準用

する法第８７条の３第１項の規定により行う事業を除く。）」を加え、同条第４項

中「第１項及び第２項」を「第１項から第３項まで」に改め、同項を同条第５項と

し、同条第３項中「前２項」を「前３項」に改め、同項を同条第４項とし、同条中

第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 法第９６条の４第１項において準用する法第８７条の３第１項の規定により行

う事業の施行に係る地域内にある土地につき法第９１条の２第６項各号のいずれ

かに掲げる者が、法第９６条の４第１項において準用する法第８７条の３第７項

において準用する法第８７条第５項の規定により当該事業の土地改良事業計画を

定めた旨の公告があった日から、当該事業の工事の完了につき法第１１３条の３

第３項の規定による公告があった日（その公告において工事の完了の日が示され

たときは、その示された日）の属する年度の翌年度の初日から起算して８年を経

過しない間に、法第９１条の２第６項各号のいずれかに該当する行為をした場合

には、その者から特別徴収金を徴収する。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第６７号 

   人権擁護委員の候補者推薦につき市議会の意見を求めることについて 

 次の者を人権擁護委員の候補者に推薦することにつき市議会の意見を求める。 

  令和７年６月２日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎 

 

 住  所  １１１１１１１１１１１１１１１１ 

 氏  名  山 手 美 砂 江 

 生年月日  １１１１１１１１１１ 

  

  

提案理由  人権擁護委員法第６条第３項の規定により市議会の意見を求めるもの     

である。 
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議案第６７号参考資料 

 

   山
やま

 手
て

 美
み

 砂
さ

 江
え

１１１１１１１１１１１１１ 

 

略      歴 

１１１１１１１１  １１１１１１１１１１１１１１１ 

昭和５４年 ４ 月  福岡県に奉職（福岡県立小郡養護学校教諭） 

昭和５８年 ４ 月  吉井町立吉井小学校教諭 

平成 ２ 年 ４ 月  浮羽町立小塩小学校教諭 

平成 ８ 年 ４ 月  田主丸町立船越小学校教諭 

平成１３年 ４ 月  吉井町立福富小学校教諭 

平成１９年 ４ 月  うきは市立姫治小学校教諭 

平成２５年 ４ 月  うきは市立吉井小学校教諭 

平成３１年 ３ 月  福岡県を退職 

１１１１１１１１  １１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１ 

         １１１１１１１ 

１１１１１１１１  １１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１      

         １１１１ 

１１１１１１１１  １１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１ 
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議案第６８号 

   高規格救急自動車購入契約締結について 

 高規格救急自動車購入契約を次のとおり締結するものとする。 

令和７年６月２日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

１ 契 約 の 目 的  高規格救急自動車（１台）購入 

２ 契 約 の 方 法  指名競争入札による契約 

３ 契 約 金 額  金１９，５５８，０００円 

４ 契約の相手方  佐賀県唐津市和多田天満町一丁目１番９号 

        佐賀トヨタ自動車株式会社唐津店 

        店長 阿 部 堅 太 郎 

  

 

提案理由  地方自治法第９６条第１項第８号及び唐津市議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により提案するも

のである。 
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議案第６９号 

   水難救助車購入契約締結について 

 水難救助車購入契約を次のとおり締結するものとする。 

令和７年６月２日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

１ 契 約 の 目 的  水難救助車（１台）購入 

２ 契 約 の 方 法  指名競争入札による契約 

３ 契 約 金 額  金４９，１８９，８００円 

４ 契約の相手方  佐賀県唐津市本町１９４６番地３ 大西ビル４０１ 

        株式会社サガハツ唐津営業所 

        所長 無 津 呂 明 彦 

  

 

提案理由  地方自治法第９６条第１項第８号及び唐津市議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により提案するも

のである。 

 

－21－



議案第７０号 

   消防ポンプ自動車購入契約締結について 

 消防ポンプ自動車購入契約を次のとおり締結するものとする。 

令和７年６月２日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

１ 契 約 の 目 的  消防ポンプ自動車（１台）購入 

２ 契 約 の 方 法  指名競争入札による契約 

３ 契 約 金 額  金２３，７６９，６００円 

４ 契約の相手方  佐賀県唐津市厳木町箞木６８番地２ 

        南里ポンプ株式会社唐津営業所 

        唐津営業所長 野 津 潤 一 郎 

  

 

提案理由  地方自治法第９６条第１項第８号及び唐津市議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により提案するも

のである。 
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議案第７１号 

   唐津市過疎地域持続的発展計画の変更について 

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号）第８

条第１０項において準用する同条第１項の規定により、唐津市過疎地域持続的発展

計画を別紙のように変更するものとする。 

  令和７年６月２日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  過疎地域の公共的施設の総合的かつ計画的整備を図るため変更するも

のである。 

 

－23－



唐
津
市
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
計
画
（
変
更
）
 

頁
 

項
 
目
 

変
 
 
 
 
 
 
更
 
 
 
 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
行
 

４
７
頁
 

～
 

５
２
頁
 

   

８
 
教
育
の
振
興
 

       

(2
) 
現
況
と
問
題
点
 

 
ア
 
学
校
教
育
 

全
国
的
な
少
子
・
高
齢
化
の
な
か
、
本
市
に
お
い
て
も
児
童
生
徒
数
が

減
少
し
て
お
り
、
本
市
の
過
疎
地
域
に
お
け
る
児
童
生
徒
数
も
少
子
化
傾

向
が
著
し
く
進
ん
で
い
る
。
 

ま
た
、
児
童
生
徒
数
の
減
少
に
よ
り
、
複
式
学
級
を
取
り
入
れ
ざ
る
を

得
な
い
学
校
が
発
生
し
て
お
り
、
教
育
環
境
の
向
上
の
た
め
小
中
学
校
の

統
廃
合
に
よ
る
通
学
区
域
の
再
編
を
進
め
て
い
る
。
 

校
舎
、
屋
内
運
動
場
、
プ
ー
ル
、
教
職
員
住
宅
等
の
学
校
施
設
の
整
備

に
つ
い
て
は
、
市
の
全
体
計
画
に
基
づ
き
、
老
朽
施
設
の
改
築
及
び
改
修

を
進
め
て
い
る
。
 

学
校
統
合
に
対
し
て
は
、
遠
距
離
通
学
者
等
の
通
学
支
援
を
実
施
す
る

と
と
も
に
、
廃
校
舎
に
つ
い
て
も
地
域
資
産
と
し
て
有
効
に
活
用
で
き
る

方
策
に
つ
い
て
、
地
域
住
民
を
交
え
て
検
討
し
て
い
る
。
 

 
イ
 
生
涯
学
習
 

近
年
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
及
び
生
涯
学
習
に
対
す
る
住
民
意
識
は
高

度
化

・
多

様
化

し
、

生
涯
学
習
環

境
は
更
な

る
充
実

が
求
め
ら

れ
て
い

る
。
 

本
市
に
お
い
て
は
、
区
域
毎
の
公
民
館
及
び
図
書
館
を
中
心
に
社
会
教

育
事
業
の
推
進
を
行
っ
て
い
る
。
 

一
方
、
市
民
に
よ
る
文
化
活
動
団
体
及
び
各
種
グ
ル
ー
プ
の
活
動
も
実

施
さ
れ
て
い
る
が
十
分
と
は
言
え
ず
、
団
体
及
び
指
導
者
を
育
成
し
、
更

(2
) 
現
況
と
問
題
点
 

 
ア
 
学
校
教
育
 

全
国
的
な
少
子
・
高
齢
化
の
な
か
、
本
市
に
お
い
て
も
児
童
生
徒
数
が

減
少
し
て
お
り
、
本
市
の
過
疎
地
域
に
お
け
る
児
童
生
徒
数
も
少
子
化
傾

向
が
著
し
く
進
ん
で
い
る
。
 

ま
た
、
児
童
生
徒
数
の
減
少
に
よ
り
、
複
式
学
級
を
取
り
入
れ
ざ
る
を

得
な
い
学
校
が
発
生
し
て
お
り
、
教
育
環
境
の
向
上
の
た
め
小
中
学
校
の

統
廃
合
に
よ
る
通
学
区
域
の
再
編
を
進
め
て
い
る
。
 

校
舎
、
屋
内
運
動
場
、
プ
ー
ル
、
教
職
員
住
宅
等
の
学
校
施
設
の
整
備

に
つ
い
て
は
、
市
の
全
体
計
画
に
基
づ
き
、
老
朽
施
設
の
改
築
及
び
改
修

を
進
め
て
い
る
。
 

学
校
統
合
に
対
し
て
は
、
遠
距
離
通
学
者
等
の
通
学
支
援
を
実
施
す
る

と
と
も
に
、
廃
校
舎
に
つ
い
て
も
地
域
資
産
と
し
て
有
効
に
活
用
で
き
る

方
策
に
つ
い
て
、
地
域
住
民
を
交
え
て
検
討
し
て
い
る
。
 

 
イ
 
生
涯
学
習
 

近
年
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
及
び
生
涯
学
習
に
対
す
る
住
民
意
識
は
高

度
化
・

多
様

化
し

、
生

涯
学

習
環

境
は
更

な
る
充

実
が

求
め
ら

れ
て

い

る
。
 

本
市
に
お
い
て
は
、
区
域
毎
の
公
民
館
及
び
図
書
館
を
中
心
に
社
会
教

育
事
業
の
推
進
を
行
っ
て
い
る
。
 

一
方
、
市
民
に
よ
る
文
化
活
動
団
体
及
び
各
種
グ
ル
ー
プ
の
活
動
も
実

施
さ
れ
て
い
る
が
十
分
と
は
言
え
ず
、
団
体
及
び
指
導
者
を
育
成
し
、
更

－24－



に
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書
館
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

を
整
備
し
、
市
内
全
域
に
同
等
の
図
書
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
っ
て
い
る

が
、
地
域
ご
と
の
利
用
状
況
に
偏
り
が
あ
り
、
さ
ら
な
る
利
用
促
進
を
図

る
必
要
が
あ
る
。
 

施
設
に
つ
い
て
は
、
一
部
に
老
朽
化
し
た
施
設
も
あ
り
、
耐
震
化
と
と

も
に
機
能
回
復
の
た
め
の
改
修
も
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
 

 
ウ
 
略
 

(3
) 
具
体
的
な
解
決
策
 

 
ア
 
略
 

 
イ
 
生
涯
学
習
 

生
涯
学
習
施
設
の
充
実
及
び
有
効
活
用
を
図
る
と
と
も
に
、
国
際
化
教

育
及
び
情
報
化
教
育
並
び
に
高
齢
者
の
社
会
参
加
と
生
き
が
い
づ
く
り
な

ど
、
社
会
の
変
化
や
世
代
間
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
生
涯
学
習
の
環
境
づ

く
り
を
推
進
す
る
。
 

公
民
館
活
動
に
つ
い
て
は
、
各
グ
ル
ー
プ
の
活
動
を
支
援
し
、
地
域
に

お
け
る
生
涯
学
習
の
振
興
を
推
進
す
る
。
ま
た
、
豊
か
な
感
性
及
び
自
立

心
を
持
っ
た
青
少
年
の
健
全
育
成
に
寄
与
す
る
た
め
、
海
洋
、
山
間
等
の

自
然
の
中
で
の
野
外
体
験
研
修
を
推
進
す
る
。
 

地
域
住
民
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
伸
展
に
つ
い
て
は
、
地
域
の

活
動
拠
点
と
し
て
活
用
す
る
自
治
公
民
館
の
整
備
に
つ
い
て
支
援
す
る
。
 

図
書
館
施
設
に
つ
い
て
は
、
安
心
・
安
全
に
利
用
で
き
る
よ
う
移
転
改

修
や
機
能
拡
充
の
た
め
の
整
備
を
実
施
す
る
。
 

 
ウ
 
略
 

(4
) 
事
業
計
画
 

に
活
動
の
促
進
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
 

ま
た
、
図
書
館
に
つ
い
て
は
、
近
代
図
書
館
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

を
整
備
し
、
市
内
全
域
に
同
等
の
図
書
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
っ
て
い
る

が
、
地
域
ご
と
の
利
用
状
況
に
偏
り
が
あ
り
、
さ
ら
な
る
利
用
促
進
を
図

る
必
要
が
あ
る
。
 

施
設
に
つ
い
て
は
、
一
部
に
老
朽
化
し
た
施
設
も
あ
り
、
耐
震
化
と
と

も
に
機
能
回
復
の
た
め
の
改
修
も
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
 

 
ウ
 
略
 

(3
) 
具
体
的
な
解
決
策
 

 
ア
 
略
 

 
イ
 
生
涯
学
習
 

生
涯
学
習
施
設
の
充
実
及
び
有
効
活
用
を
図
る
と
と
も
に
、
国
際
化
教

育
及
び
情
報
化
教
育
並
び
に
高
齢
者
の
社
会
参
加
と
生
き
が
い
づ
く
り
な

ど
、
社
会
の
変
化
や
世
代
間
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
生
涯
学
習
の
環
境
づ

く
り
を
推
進
す
る
。
 

公
民
館
活
動
に
つ
い
て
は
、
各
グ
ル
ー
プ
の
活
動
を
支
援
し
、
地
域
に

お
け
る
生
涯
学
習
の
振
興
を
推
進
す
る
。
ま
た
、
豊
か
な
感
性
及
び
自
立

心
を
持
っ
た
青
少
年
の
健
全
育
成
に
寄
与
す
る
た
め
、
海
洋
、
山
間
等
の

自
然
の
中
で
の
野
外
体
験
研
修
を
推
進
す
る
。
 

地
域
住
民
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
伸
展
に
つ
い
て
は
、
地
域
の

活
動
拠
点
と
し
て
活
用
す
る
自
治
公
民
館
の
整
備
に
つ
い
て
支
援
す
る
。
 

図
書
館
施
設
に
つ
い
て
は
、
安
心
・
安
全
に
利
用
で
き
る
よ
う
移
転
改

修
や
機
能
拡
充
の
た
め
の
整
備
を
実
施
す
る
。
 

 
ウ
 
略
 

(4
) 
事
業
計
画
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事
業
名
 

事
業
内
容
 

事
業
主
体
 

(1
) 
学
校
教
育
関
連
施
 

 
設
 

 
 

 
ア
～
ウ
 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
エ
 
給
食
施
設
 

給
食

セ
ン

タ
ー

関
連

施
設

の
工

事
 

唐
津
市
 

 
オ
 
教
職
員
住
宅
 

教
職
員
住
宅
改
修
事
業
 

唐
津
市
 

(2
) 

集
会
施
設
、
体
育

施
設
等
 

 
 

 
ア
及
び
イ
 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
ウ
 
体
育
施
設
 

相
知

天
徳

の
丘

運
動

公
園

整
備

事
業
 

唐
津
市
 

 
肥
前
社
会
体
育
施
設
整
備
事
業
 

 
鎮

西
ス

ポ
ー

ツ
セ

ン
タ

ー
整

備

事
業
 

 
鳴
神
の
丘
運
動
公
園
整
備
事
業
 

 
呼

子
ス

ポ
ー

ツ
セ

ン
タ

ー
整

備

事
業
 

 
相

知
浦

の
川

ス
ポ

ー
ツ

セ
ン

タ
ー
整
備
事
業
 

 
エ
 
図
書
館
 

図
書
館
整
備
事
業
 

唐
津
市
 

(3
) 

過
疎
地
域
持
続
的

発
展
特
別
事
業
 

 
 

 
ア
及
び
イ
 
略
 

 
略
 

 
略
 

事
業
名
 

事
業
内
容
 

事
業
主
体
 

(1
) 
学
校
教
育
関
連
施
 

 
設
 

 
 

 
ア
～
ウ
 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
エ
 
給
食
施
設
 

給
食

セ
ン

タ
ー

関
連

施
設

の
工

事
 

唐
津
市
 

 
オ
 
教
職
員
住
宅
 

教
職
員
住
宅
改
修
事
業
 

唐
津
市
 

(2
) 

集
会
施
設
、
体
育

施
設
等
 

 
 

 
ア
及
び
イ
 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
ウ
 
体
育
施
設
 

相
知

天
徳

の
丘

運
動

公
園

整
備

事
業
 

唐
津
市
 

 
肥
前
社
会
体
育
施
設
整
備
事
業
 

 
鎮

西
ス

ポ
ー

ツ
セ

ン
タ

ー
整

備

事
業
 

 
鳴
神
の
丘
運
動
公
園
整
備
事
業
 

 
呼

子
ス

ポ
ー

ツ
セ

ン
タ

ー
整

備

事
業
 

 
相

知
浦

の
川

ス
ポ

ー
ツ

セ
ン

タ
ー
整
備
事
業
 

 
エ
 
図
書
館
 

図
書
館
整
備
事
業
 

唐
津
市
 

(3
) 

過
疎
地
域
持
続
的

発
展
特
別
事
業
 

 
 

 
ア
及
び
イ
 
略
 

 
略
 

 
略
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(5
) 
公
共
施
設
等
の
考
え
方
 

 
 
唐
津
市
公
共
施
設
再
配
置
計
画
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
ア
 
義
務
教
育
施
設
 

 
 
 
中
学
校
及
び
小
学
校
に
つ
い
て
は
、
学
校
配
置
の
適
正
化
が
進
ん
で
い

る
が

、
今

後
も

「
唐

津
市
立
学
校

通
学
区
域

審
議
会

」
の
答
申

に
基
づ

き
、
小
中
一
貫
校
に
よ
る
統
廃
合
も
選
択
肢
に
入
れ
て
適
正
配
置
を
検
討

す
る
。
 

給
食
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
浜
玉
、
厳
木
、
相
知
、
北
波
多
給
食
セ

ン
タ
ー
は
、
新
設
し
た
東
部
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
に
統
合
さ
れ
て
お
り
、

今
後
は
肥
前
、
鎮
西
、
呼
子
給
食
セ
ン
タ
ー
を

1
か
所
に
機
能
集
約
し
、

広
域
施
設
と
し
て
市
域
に
二
つ
の
機
能
配
置
を
基
本
と
す
る
が
、
将
来
的

に
は
民
営
化
・
民
間
活
用
を
検
討
す
る
。
 

教
職
員
住
宅
に
つ
い
て
は
、
必
要
数
を
維
持
す
る
も
の
と
し
、
閉
校
や

児
童
数
の
減
少
に
よ
り
不
要
と
な
っ
た
施
設
は
用
途
廃
止
を
行
う
。
 

イ
及
び
ウ
 
略
 

(5
) 
公
共
施
設
等
の
考
え
方
 

 
 
唐
津
市
公
共
施
設
再
配
置
計
画
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
ア
 
義
務
教
育
施
設
 

 
 
 
中
学
校
及
び
小
学
校
に
つ
い
て
は
、
学
校
配
置
の
適
正
化
が
進
ん
で
い

る
が
、

今
後

も
「

唐
津

市
立

学
校

通
学
区

域
審
議

会
」

の
答
申

に
基

づ

き
、
小
中
一
貫
校
に
よ
る
統
廃
合
も
選
択
肢
に
入
れ
て
適
正
配
置
を
検
討

す
る
。
 

給
食
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
浜
玉
、
厳
木
、
相
知
、
北
波
多
給
食
セ

ン
タ
ー
は
、
新
設
し
た
東
部
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
に
統
合
さ
れ
て
お
り
、

今
後
は
肥
前
、
鎮
西
、
呼
子
給
食
セ
ン
タ
ー
を

1
か
所
に
機
能
集
約
し
、

広
域
施
設
と
し
て
市
域
に
二
つ
の
機
能
配
置
を
基
本
と
す
る
が
、
将
来
的

に
は
民
営
化
・
民
間
活
用
を
検
討
す
る
。
 

教
職
員
住
宅
に
つ
い
て
は
、
必
要
数
を
維
持
す
る
も
の
と
し
、
閉
校
や

児
童
数
の
減
少
に
よ
り
不
要
と
な
っ
た
施
設
は
用
途
廃
止
を
行
う
。
 

イ
及
び
ウ
 
略
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議案第７２号 

   唐津市税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

  令和７年６月２日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

専 決 処 分 書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のと

おり専決処分する。 

  令和７年３月３１日 

唐津市長 峰  達 郎     

 

唐津市条例第  号 

   唐津市税条例の一部を改正する条例 

唐津市税条例（平成１７年条例第６２号）の一部を次のように改正する。 

第３６条の２第８項及び第６２条の２第２項第１号中「第２条第１５項」を「第

２条第１６項」に改める。 

第８２条第１号ア中「エ」を「ウ及びオ」に改め、同号イ中「又は」を「（ウに

掲げるものを除く。）又は」に改め、同号エを同号オとし、同号ウ中「又は」を

「（ウに掲げるものを除く。）又は」に改め、同号ウを同号エとし、同号イの次に

次のように加える。 

ウ ２輪のもので、総排気量が０．１２５リットル以下かつ最高出力が４．０

キロワット以下のもの 年額 ２，０００円 

第８９条第２項第２号中「第２条第１５項」を「第２条第１６項」に改め、同項

第５号中「定格出力」の次に「（第８２条第１号ウに掲げる原動機付自転車にあっ

ては、原動機の総排気量及び最高出力）」を加える。 

第９０条第２項中「身体障害者又は」を「身体障害者若しくは」に、「を提示」
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を「又はこれらの者の特定免許情報（同法第９５条の２第２項に規定する特定免許

情報をいう。次項において同じ。）が記録された免許情報記録個人番号カード（同

法第９５条の２第４項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。次項におい

て同じ。）を提示」に改め、同項第５号中「の番号、交付年月日及び」を「又は道

路交通法第９５条の２第２項第１号に規定する免許情報記録（以下この号において

「免許情報記録」という。）の番号、運転免許の年月日、運転免許証又は免許情報

記録の」に改め、同条中第５項を第６項とし、第４項を第５項とし、第３項を第４

項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免

許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措

置を受けなければならない。 

第１３９条の３第２項第１号中「第２条第１５項」を「第２条第１６項」に改め 

る。 

第１４９条第１号中「同条第１５項」を「同条第１６項」に改める。 

附則第１０条の２第１４項中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第３７

項」に改め、同条第１５項中「附則第１５条第４２項」を「附則第１５条第４１

項」に改める。 

附則第１０条の３第１５項を同条第１６項とし、同条第１４項を同条第１５項と

し、同条第１３項の次に次の１項を加える。 

１４ 市長は、法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンションに係る区

分所有に係る家屋については、前項の申告書の提出がなかった場合においても、

マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第１４９号）第

５条の２第１項に規定する管理組合の管理者等から法附則第１５条の９の３第２

項に規定する期間内に施行規則附則第７条第１７項各号に掲げる書類の提出がさ

れ、かつ、当該特定マンションが法附則第１５条の９の３第１項に規定する要件

に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条第１項の規定を

適用することができる。 

   附 則 
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（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

２ この条例による改正後の唐津市税条例（以下「新条例」という。）の規定中固

定資産税に関する部分は、令和７年度以後の年度分の固定資産税について適用し、

令和６年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

３ 新条例第８２条（第１号に係る部分に限る。）の規定は、令和７年度以後の年

度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和６年度分までの軽自動車税の種

別割については、なお従前の例による。 
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議案第７３号 

   唐津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認に 

ついて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

  令和７年６月２日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     

 

   専 決 処 分 書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のと

おり専決処分する。 

  令和７年３月３１日 

                      唐津市長 峰  達 郎     

 

唐津市条例第  号 

   唐津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 唐津市国民健康保険税条例（平成１７年条例第６９号）の一部を次のように改正

する。 

 第２条第２項ただし書中「６５万円」を「６６万円」に改め、同条第３項ただし

書中「２４万円」を「２６万円」に改める。 

第２３条第１項中「６５万円」を「６６万円」に、「２４万円」を「２６万円」

に改め、同項第２号中「２９５，０００円」を「３０５，０００円」に改め、同項

第３号中「５４５，０００円」を「５６万円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の唐津市国民健康保険税条例の規定は、令和７年度以後
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の年度分の国民健康保険税について適用し、令和６年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。 
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報告第２号 

   令和６年度唐津市一般会計継続費繰越計算書の報告について 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第１項の規定により次

のとおり予算繰越しをしたので、同項の規定により報告する。 

  令和７年６月２日 提出 

                     唐津市長 峰  達 郎     
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報告第３号 

   令和６年度唐津市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により次のとお

り予算繰越しをしたので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６

条第２項の規定により報告する。 

  令和７年６月２日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     
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報告第４号 

   令和６年度唐津市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第３項ただし書の規定により

次のとおり予算繰越しをしたので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 

第１５０条第３項の規定により報告する。 

  令和７年６月２日 提出 

                     唐津市長 峰  達 郎     
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報告第５号 

令和６年度唐津市有線テレビ事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報 

告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により次のとお

り予算繰越しをしたので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６

条第２項の規定により報告する。 

  令和７年６月２日 提出 

                      唐津市長 峰  達 郎     
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報告第６号 

令和６年度唐津市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第１項の規定により次の

とおり予算繰越しをしたので、同条第３項の規定により報告する。 

  令和７年６月２日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     
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報告第７号 

令和６年度唐津市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第１項の規定により次の

とおり予算繰越しをしたので、同条第３項の規定により報告する。 

  令和７年６月２日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     
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報告第８号 

令和６年度唐津市モーターボート競走事業会計継続費繰越計算書の報 

告について 

 地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第１８条の２第１項の規定

により次のとおり予算繰越しをしたので、同項の規定により報告する。 

  令和７年６月２日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     
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報告第９号 

令和６年度唐津市モーターボート競走事業会計予算繰越計算書の報告 

について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第１項の規定により次の

とおり予算繰越しをしたので、同条第３項の規定により報告する。 

  令和７年６月２日 提出 

唐津市長 峰  達 郎     
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報告第１０号 

   専決処分の報告について（その１） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項及び市長の専決処分事

項に関する条例（平成１７年条例第９号）第１号の規定により、次のとおり専決処

分したので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告する。 

  令和７年６月２日 提出 

唐津市長 峰  達 郎 

 

   専 決 処 分 書 

 損害賠償額の決定及び和解について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項及び市長の専決処分事項に関する条例（平成１７年条例第９号）第

１号の規定により、次のとおり専決処分する。 

  令和７年５月１３日 

唐津市長 峰  達 郎 

 

１ 事故の内容 

  県道上における健康増進課庁用車のトラックへの接触による物損事故 

２ 事故発生年月日 

  令和７年１月２８日 

３ 事故発生場所 

  佐賀県唐津市相知町相知３１７９番６地先の県道相知山内線道路上 

４ 損害賠償の額 

  金２５１，５１５円 

５ 損害賠償及び和解の相手方 

  佐賀県唐津市相知町牟田部字古川１１２４番地 

  有限会社 富士運送 

   代表取締役 貞 松 秀 樹 

６ 和解の要旨 
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(1) 唐津市は、５の損害賠償及び和解の相手方に対し４の損害賠償の額を支払う。 

(2) 今後本件に関しては、双方とも裁判上又は裁判外において一切異議申立て、

請求を行わないことを相互に確認する。 
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報告第１１号 

   専決処分の報告について（その２） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項及び市長の専決処分事

項に関する条例（平成１７年条例第９号）第１号の規定により、次のとおり専決処

分したので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告する。 

  令和７年６月２日 提出 

唐津市長 峰  達 郎 

 

   専 決 処 分 書 

 損害賠償額の決定及び和解について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項及び市長の専決処分事項に関する条例（平成１７年条例第９号）第

１号の規定により、次のとおり専決処分する。 

  令和７年５月２日 

唐津市長 峰  達 郎 

 

１ 事故の内容 

  県道上における消防総務課庁用車の普通自動車への接触による人身事故 

２ 事故発生年月日 

  令和５年６月２６日 

３ 事故発生場所 

  佐賀県唐津市竹木場の県道３３号唐津肥前線道路上 

４ 損害賠償の額 

  金１，５２７，６７８円 

５ 損害賠償及び和解の相手方 

  １１１１１１１１１１１１１１１１１ 

  １１１１１１１ 

６ 和解の要旨 

(1) 唐津市は、５の損害賠償及び和解の相手方に対し４の損害賠償の額を支払う。 
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(2) 今後本件に関しては、双方とも裁判上又は裁判外において一切異議申立て、

請求を行わないことを相互に確認する。 
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